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Gard Insight 

船舶燃料―有害物質が混ざっている？ 

 

こちらは、英文記事「Marine fuel – a toxic mix?」（2018 年

9 月 5 日付）の和訳です。 

 

船舶燃料のサプライチェーンは新たな課題に直面し

ています。各港湾当局は一部のバンカーサプライヤ

ーに対して、免許を剥脱するなど取り締まりを強化

しています。最近では、一部のサプライヤーが、ISO

が定める商業船用燃料の最低基準値を満たすために

カッター材やシェールオイルを混合した結果、燃料

噴射弁やフィルターに交換を要するほどの損傷や目詰まりが生じるなど、洋上における機関故障が頻発

しています。 

 

最初にメキシコ湾で供給された燃料油に問題が見つかり、それ以降、パナマ、シンガポール、香港、韓

国にも同様の問題が広がっています。 

 

燃料油の問題は、環境災害や、船舶に対する物理的損傷、船主・運航者の経済損失を招く可能性がある

ほか、乗組員を許容しがたいほどの危険にさらします。Gard では、こうした状況を、主機の物理的損傷

や不稼働損失をカバーする船体保険会社として、メンバーの皆さまと共有したいと考えています。Gard

は、P&I クラブとして、乗組員のリスクや罰金をカバーすると同時に、用船者賠償責任保険も提供してい

ます（用船者賠償責任保険は、汚染した燃料の供給を受けたことによって生じる、船主に対する損害賠

償責任もカバーします）。また、Gard のディフェンスチームの弁護士らが、船舶に供給される燃料油に

関する船主と用船者の権利と責任について頻繁に助言を行っています。 

 

世界貿易の約 90%の輸送を担う船主、そしてその各保険会社は、規制面・環境面のコンプライアンス圧

力の高まりに直面しています。船主は、入手しやすく経済的で品質の高い燃料が確実に供給されること

を必要としています。INTERTANKO（国際タンカー船主協会）は、この問題に関する注意喚起を発する

とともに、毅然とした措置を取るよう政府や規制当局に求めました。また、同協会員に対しても、該当

する燃料油のサンプルとその経緯の詳細を提出するよう求めています。 

 

IMO の油濁防除小委員会（PPR）は、2020 年の燃料硫黄分上限導入を支援するガイドラインを現在策定

中です。小委員会では、このプロセスの一環として、燃料油サプライヤー向けの優良慣行ガイダンスと、

加盟国・沿岸国が義務を履行する上で実施すべきベストプラクティスの見直しを行います。これは

MARPOL 附属書 VI の対象となり、2018 年 10 月の MEPC 73 で検討されます。 

 

http://www.gard.no/web/updates/content/26172566/marine-fuel-a-toxic-mix
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さらに議論を促すため、汚染された燃料の問題を扱った Michael Grey 氏執筆の記事を以下に掲載します。

同氏はこの記事の中で、航空業界や自動車業界においてこうした燃料が容認されなくなっている理由や、

海運業界においてこうした問題が見逃されてきた背景について考察しています。 

 

視点：燃料による失態 

 

正常に役割を果たさない怪しげな燃料や潤滑剤が、驚くほど多くの事故の原因になっている可能性があ

ります。 

 

粗悪な船舶燃料が貴重な機関にこれ以上損害を与えないようにするには、罰金、拘留、ポートステート

コントロールといった厳しい措置が必要かもしれません。 

 

夏休みシーズンに入り、道路は燃料を満タンにして、太陽とレジャーに期待を膨らませ意気揚々と出か

ける旅行者を乗せた自動車であふれています。 

 

しかし、高速道路を数キロ進んだところで、突然車のエンジンにミスファイアが発生したらどうなるで

しょうか。機械から忌まわしい金属音が聞こえ、ダッシュボードには複数の警告灯が点灯し、状況は悪

くなるでしょう。車を路肩に停め、家族がいらだちを募らせる中、緊急ロードサービスを呼び出すしか

方法はありません。 

 

専門家の点検はすぐに終わり、手短に説明を受け、楽しい夏休みの夢が打ち砕かれることになります。

問題は汚染された燃料にあり、恐るべき汚染物質によってエンジンが壊されてしまったのです。ノンス

ティック加工のフライパンの表面をワイヤーブラシで洗った後のように、シリンダー内壁が擦られて傷

つき、車はおそらく廃車処分にせざるを得ないでしょう。 

 

その専門家は「最近、こういうことがよくあるんです」と、多少慰めるように言うかもしれません。そ

して「ガソリンスタンドで分析用のサンプルを取りましたか?」と、おそらく答えを知りつつ尋ねてくる

でしょう。 

 

飛行機が離陸のために滑走路を走行中に、あるいは長距離フライトの途中で、燃料汚染が原因であらゆ

る警告灯が点灯し、エンジン故障の危険を告げるアラームがけたたましく鳴り出すような状況が発生し

たらどうなるでしょうか。その影響ははかり知れません。だからこそ、そうした事態を招かないように

細心の注意が払われているのです。 

 

少なくとも先進工業国では、私たちはガソリンスタンドに入って車に給油する際に、このガソリンの品

質は大丈夫だろうかとあれこれ考えたりはしていないはずです（せいぜい、石油会社は値上げする時は

素早いけど、値下げする時は遅いなあ、と考える程度です）。自動車用か航空機用か鉄道用かを問わず、

燃料には石油精製会社が主張する一定の品質保証が備わっています。石油会社の評判はそこにかかって

いるとも言えます。 
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信じがたいことかもしれませんが、大型船舶もかつては自動車のドライバーと同じように用心すること

なく給油施設に入り、機関長は燃料に何かが混ざっていてエンジンが壊れたりすることなど予想もして

いませんでした。一部の港湾では、サプライヤー側に有利になるように、メーターの測定値が少し――

上品な言い方をすると――「重みづけ」されているのではないか、あるいはぼんやりした 4等機関士が

バルブを回すのが遅くてピカピカのデッキに重油を半トンほどこぼすのではないかと心配することはあ

ったかもしれませんがその程度です。石油会社が燃料を供給していた時代には、燃料の質が問題になる

ことはめったにありませんでした。 

 

ではなぜ、燃料汚染について最初に警鐘が鳴らされてから何年も経つのに、いまだにこのような問題が

起こり、細粒、化学汚染物質、その他エンジンを破壊するひどい添加物について何度も警告が発されて

いるのでしょうか。これは、一部の遅れた第三世界の港や、燃料不足に陥った船が緊急的に使わざるを

得なくなった辺ぴな港で起きていることではなく、大量の燃料油が扱われる世界有数の港で起きている

ことなのです。しかも、（石油精製会社ではないものの）小規模業者ではなく大手のサプライヤーが関与

しているのです。 

 

おぞましい策略 

 

こうしたことが起きたきっかけは、例えば、誰か機転の利く人間が船舶用重油のタンクに少量のシェー

ルオイルを混ぜたり、処理に多額のコストがかかる有害な化学物質を同じように処分してしまえばよい

と「おぞましい策略」を思いついたことかもしれません。船舶が使用するディーゼル燃料であれば、こ

れらを問題なく吸収するはずだと考えたのでしょう。 

 

残念ながら、そううまくはいきません。「タンクの底に溜まった（道路に撒くことぐらいしかできない）

不純物にコストをかける用意が船主にないのなら、質のよい燃料を期待できないですよ。」などというこ

とが許されるはずがありません。船舶燃料に取引の一般的な基準は適用されないのでしょうか。 

 

こうした警鐘はすべて燃料検査機関が仕事を増やすために仕組んだことだといううがった憶測もありま

すが、残念ながら汚染は現実に多数起こっているのです。用心のための費用を惜しむことは、機械が故

障するリスクを冒すことになります。不正な燃料や潤滑剤が機能せず、「燃料問題」によって故障する船

舶が何隻ぐらいに上るのかはわかりませんが、想像を上回る件数の事故の原因になっていると考えられ

ます。 

 

また、船上での精緻な燃料管理によって燃料の有害物質排出特性をかつてないほど厳しく監視すること

が求められる新しい時代に入っていることも考慮すべきです。不良燃料は、船員と船舶を危険にさらす

ものであり、優先的に対策すべき事柄であったはずです。しかし、世界的に燃料コストに注目が向かう

中で見逃されてきたのです。 
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規格外の燃料を積載した船舶は、海岸に押し流されて船を失ったり、あるいはポートステートコントロ

ールにより拘留・罰金が科されるなど大きな経済的損失を招くことになるかもしれません。燃料の質を

高めることはできなくても、少なくとも購入した燃料によって機械を壊されないように手だてしないと、

このような厳しい結果になるかもしれません。そうした手だてによって、少なくとも、機関長は重度の

ストレスから解放されるはずです。 

 

 

上記の記事は Lloyd’s List に最初に掲載され、Informa/Lloyd’s List の承認のもとに複製したものです。

ここに記された見解は執筆者自身のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠することによっ

て生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されております。翻訳の正確

性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。した

がって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡く

ださい。 

 


